
　 原発事故による損害賠償請求のための司法書士による個別相談会を開催します。相談は 無料 です。

● ： ● ：

※

（電話５８２－２１２３）

事前予約が必要です。１１月２２日（木）までに生活環境課まで電話でお申し込みください。

（１回３０分以内 一人１回まで）

開 催 場 所 桑折公民館（桑島）開 催 日 時

放射能対策推進町民会議だより
第３８号　　平成３０年１１月７日発行　　会長：髙橋　宣博

事務局：桑折町生活環境課　 ☎024-582-2123

　 １０月４日に町民会議のメンバー３２名で視察研修を実施いたしました。
　 今年度は、町内仮置場から除去土壌等の搬出先である「中間貯蔵施設」と、農地で太陽光発電を行うソー
ラーシェアリングに取り組んでいる「とまとランドいわき」を視察しました。
　中間貯蔵施設では、バスの中で環境省職員から施設全体の説明をしていただきながら現在稼働中の受入
分別施設の管理棟に移動し、管理棟では施工業者から分別施設の概要等の説明と、棟内から分別処理状況
を視察しました。
　 また、「とまとランドいわき」では太陽光発電をしながら、農作物の栽培を行う営農型ソーラー発電設備を視
察しました。視察時にはパネルの下でブロッコリーやイチジクを栽培していました。
参加者からは、
　・町から搬出した除去土壌が中間貯蔵施設でどのように処分されているのかを見ることができよかった。
　・中間貯蔵施設内には数多くの住宅がありその方々の協力のもとこの事業が進められていることを改めて
　思った。
　・「とまとランドいわき」の様な営農型太陽光発電も今後増えてくるのではないかと思った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等の意見がありました。

１ ２ 月 ２ 日 （ 日 曜 日 ） 午 後 １ 時 ～ 午 後 ５ 時

平成３０年度視察研修を開催しました

司法書士による個別相談会開催について

（中間貯蔵施設の説明を聞く参加者）

（中間貯蔵施設内の受入・分別施設レイアウト）

（追尾型太陽光発電システムの下で栽培しているイチジクとブロッコリー）（営農型ソーラー発電設備の説明を聞く参加者）


